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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月10日(2020.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
次の成分（ａ）及び（ｂ）；
（ａ）平均繊維径０．１μｍ以上７μｍ以下、アスペクト比（平均繊維長／平均繊維径）
８以上３００以下の繊維　　皮膜形成組成物全体に対して０．５質量％以上１０質量％以
下、及び
（ｂ）水、アルコール、アミド類、揮発性シリコーン及び揮発性炭化水素から選ばれる１
種以上の揮発性成分　　皮膜形成組成物全体に対して１５質量％以上９０質量％以下を含
有し、（平均繊維径）２／繊維含有量（μｍ２／質量％）が０．００５以上７以下であっ
て、成分（ａ）と成分（ｂ）の含有量の合計が９７質量％以下である皮膚用皮膜形成組成
物。
【請求項２】
次の成分（ａ）及び（ｂ）；
（ａ）平均繊維径０．１μｍ以上７μｍ以下、アスペクト比（平均繊維長／平均繊維径）
８以上３００以下の繊維　　皮膜形成組成物全体に対して０．５質量％以上１０質量％以
下、及び
（ｂ）揮発性成分　　皮膜形成組成物全体に対して１５質量％以上９０質量％以下を含有
し、（平均繊維径）２／繊維含有量（μｍ２／質量％）が０．００５以上７以下であって
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、成分（ａ）の繊維長のＣＶ値が４０％以上１００％以下であり、成分（ａ）と成分（ｂ
）の含有量の合計が９７質量％以下である皮膜形成組成物。
【請求項３】
次の成分（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）；
（ａ）平均繊維径０．１μｍ以上７μｍ以下、アスペクト比（平均繊維長／平均繊維径）
８以上３００以下の繊維　　皮膜形成組成物全体に対して０．５質量％以上１０質量％以
下、
（ｂ）揮発性成分　　皮膜形成組成物全体に対して１５質量％以上９０質量％以下、及び
（ｃ）不揮発性油剤及びポリオールから選ばれる１種又は２種以上
を含有し、（平均繊維径）２／繊維含有量（μｍ２／質量％）が０．００５以上７以下で
あって、成分（ａ）と成分（ｂ）の含有量の合計が９７質量％以下である皮膜形成組成物
。
【請求項４】
成分（ａ）が水不溶性ポリマーを含む請求項１～３のいずれか１項に記載の皮膜形成組成
物。
【請求項５】
成分（ｂ）が水、エタノール、シリコーン及びイソドデカンから選ばれる１種以上を含む
請求項１～４のいずれか１項に記載の皮膜形成組成物。
【請求項６】
２０℃における粘度が５ｍＰａ・ｓ以上５００００ｍＰａ・ｓ以下である請求項１～５の
いずれか１項に記載の皮膜形成組成物。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか１項に記載の皮膜形成組成物を皮膚に適用する工程を含む、皮膚
表面上における皮膜の製造方法。
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